
目

次

告

示

○
車
両
制
限
令
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
道
路
の
指
定
qqqqqq（
道

路

課
）
…
一

公

告

○
令
和
五
年
度
の
行
政
文
書
の
開
示
の
状
況
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
総
務
文
書
課
）
…
一

○
令
和
五
年
度
の
県
の
機
関
等
に
お
け
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
の
施
行
の
状
況
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
令
和
五
年
度
の
県
外
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
に
係
る
事
前
協
議
等
の
状

況
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
環
境
保
全
課
）
…
三

○
農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
の
裁
定
申
請
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
五

公
営
企
業

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
病

院

局

管

理

課
）
…
五

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
八
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
、
通
行
す
る
車
両
の
高
さ
の
最
高
限
度
が
四
・
一
メ
ー
ト
ル
と
な
る
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
す

る
の
で
、
車
両
の
通
行
の
許
可
の
手
続
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
六
年
建
設
省
令
第
二
十
八

号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

指
定
す
る
道
路
の
路
線
名
及
び
区
間

路

線

名

区

間

国
道
一
〇
二
号

弘
前
市
大
字
高
田
三
丁
目
一
の
一
か
ら

黒
石
市
大
字
浅
瀬
石
字
扇
田
九
九
ま
で

二

指
定
す
る
年
月
日

令
和
六
年
七
月
一
日

公

告

令
和
五
年
度
の
行
政
文
書
の
開
示
の
状
況
の
公
表

青
森
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
五
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に

よ
り
、
令
和
五
年
度
の
行
政
文
書
の
開
示
の
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

１
行
政
文
書
の
開
示
請
求
の
状
況

実
施
機
関

件
数

処
理

の
状

況
(件
)

開
示
一

部
開

示
不
開
示
却
下
取
下
げ
検
討
中

知
事

1,655

(

5)
1,116
(
2)

325
(
3)

71

0

134

9

病
院
事
業
管
理
者

8

5

3

0

0

0

0

議
会

11

8

2

2

0

0

0

青
森
県
報
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第
七
百
八
十
号

令
和
六
年六

月
二
十
八
日

（
金
曜
日
）



教
育
委
員
会

62

(

2)

33
(
1)

25
(
1)

3

0

0

1

選
挙
管
理
委
員
会

12

4

7

0

0

0

1

人
事
委
員
会

9

2

6

1

0

0

0

監
査
委
員

1

1

0

0

0

0

0

労
働
委
員
会

2

0

1

1

0

0

0

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

2

2

0

0

0

0

0

警
察
本
部
長

98

(

3)

28
(
2)

47
(
1)

11

5

3

4

公立大学法人青森県立保健大学
1

1

0

0

0

0

0

計

1,861

(

10)
1,200
(
5)

416
(
5)

89

5

137

15

注
１
（
）
内
の
数
値
は
、
前
年
度
末
に
検
討
中
で
あ
っ
た
も
の
に
係
る
件
数
で
あ
り
、
い
ず

れ
も
外
数
で
あ
る
。

２
不
開
示
の
計
89件
中
、
開
示
請
求
に
係
る
行
政
文
書
を
保
有
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と

す
る
も
の
は
69件
で
あ
る
。

３
１
件
の
開
示
請
求
に
対
し
て
複
数
の
開
示
決
定
等
を
し
た
も
の
が
あ
る
た
め
、
件
数
と
処

理
の
状
況
の
合
計
と
は
一
致
し
な
い
。

２
行
政
文
書
の
開
示
決
定
等
及
び
開
示
請
求
に
係
る
不
作
為
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
の
状
況

⑴
件
数
及
び
処
理
の
状
況

件
数

処
理
の
状
況
(件
)

認
容
一
部

認
容
棄
却
却
下
取
下
げ
審
理
中

119

(

12)

0

(

3)

0

(

2)

0

(

7)

0

(

0)

1

(

0)

118

(

0)

注
（
）
内
の
数
値
は
、
前
年
度
末
に
審
理
中
で
あ
っ
た
も
の
に
係
る
件
数
で
あ
り
、
い
ず

れ
も
外
数
で
あ
る
。

⑵
審
査
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
青
森
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
（
以
下
「
審
査

会
」
と
い
う
。
）
に
諮
問
し
た
日
ま
で
の
期
間
が
90日
を
超
え
た
事
案

審
査
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
審
査
会
に
諮
問
し
た
日
ま
で
の
期
間
が
90日
を
超
え
た
事
案
は
、

な
か
っ
た
。

⑶
審
査
会
か
ら
の
答
申
書
の
配
付
が
あ
っ
た
日
か
ら
裁
決
を
行
っ
た
日
ま
で
の
期
間
が
60日
を

超
え
た
事
案

審
査
会
か
ら
の
答
申
書
の
配
付
が
あ
っ
た
日
か
ら
裁
決
を
行
っ
た
日
ま
で
の
期
間
が
60日
を

超
え
た
事
案
は
、
な
か
っ
た
。

令
和
五
年
度
の
県
の
機
関
等
に
お
け
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
状
況
の

公
表

青
森
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
令
和
五
年
三
月
青
森
県
条
例
第
三
号
）
第
十
七
条
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
度
の
県
の
機
関
等
に
お
け
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
の
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

１
開
示
請
求
の
件
数
及
び
開
示
等
の
処
理
の
状
況

県
の
機
関
等
件

数
処

理
の

状
況
(件
)

開
示

一
部
開
示

不
開
示
取
下
げ
検
討
中

知
事

51

14

30

0

4

3

教
育
委
員
会

2

0

2

0

0

0

選
挙
管
理
委
員
会

1

0

1

0

0

0

人
事
委
員
会

2

2

0

0

0

0

警
察
本
部
長

74

0

65

7

0

2

計

130

16

98

7

4

5

注
不
開
示
の
計
７
件
中
、
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
を
保
有
し
て
い
な
い
こ
と
を

理
由
と
す
る
も
の
は
５
件
で
あ
る
。

２
訂
正
請
求
の
件
数
及
び
訂
正
等
の
処
理
の
状
況
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訂
正
請
求
は
、
な
か
っ
た
。

３
利
用
停
止
請
求
の
件
数
及
び
利
用
停
止
等
の
処
理
の
状
況

利
用
停
止
請
求
は
、
な
か
っ
た
。

４
開
示
決
定
等
、
訂
正
決
定
等
、
利
用
停
止
決
定
等
並
び
に
開
示
請
求
、
訂
正
請
求
及
び
利
用
停

止
請
求
に
係
る
不
作
為
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
の
処
理
の
状
況

区
分

件
数

処
理
の
状
況
(件
)

認
容
一
部

認
容
棄
却
却
下
取
下
げ
審
理
中

開
示
決
定
等

及
び
開
示
請

求
に
係
る
不

作
為
に
係
る

も
の

6

0

0

2

0

0

4

訂
正
決
定
等

及
び
訂
正
請

求
に
係
る
不

作
為
に
係
る

も
の

0

0

0

0

0

0

0

利
用
停
止
決

定
等
及
び
利

用
停
止
請
求

に
係
る
不
作

為
に
係
る
も

の

0

0

0

0

0

0

0

令
和
五
年
度
の
県
外
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
に
係
る
事
前
協
議
等
の
状
況
の
公
表

青
森
県
県
外
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
に
係
る
事
前
協
議
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
十
二
月
青

森
県
条
例
第
七
十
九
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
度
の
県
外
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
に

係
る
事
前
協
議
等
の
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

協
議
の
件
数

１

事
前
協
議

六
百
四
十
九
件

２

協
議
内
容
の
変
更
の
協
議

四
十
一
件

二

県
外
産
業
廃
棄
物
の
種
類
及
び
量

種

類

量

燃
え
殻

三
、
〇
八
四
ト
ン

汚
泥

三
六
、
三
六
八
ト
ン

廃
油

四
三
一
ト
ン

廃
酸

一
、
七
一
六
ト
ン

廃
ア
ル
カ
リ

一
、
八
七
二
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

八
、
二
八
六
ト
ン

木
く
ず

一
、
四
三
三
ト
ン

繊
維
く
ず

一
ト
ン

動
植
物
性
残
さ
（
食
料
品
製
造
業
、
医
薬
品
製
造
業
又
は
香
料
製

造
業
に
お
い
て
原
料
と
し
て
使
用
し
た
動
物
又
は
植
物
に
係
る
固

形
状
の
不
要
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

八
二
二
ト
ン

と
畜
場
に
お
い
て
と
さ
つ
し
、
又
は
解
体
し
た
獣
畜
及
び
食
鳥
処

理
場
に
お
い
て
食
鳥
処
理
を
し
た
食
鳥
に
係
る
固
形
状
の
不
要
物

九
七
六
ト
ン

金
属
く
ず

一
五
四
ト
ン

ガ
ラ
ス
く
ず
等
（
ガ
ラ
ス
く
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
（
工
作
物

の
新
築
、
改
築
又
は
除
去
に
伴
っ
て
生
じ
た
も
の
を
除
く
。
）
及

び
陶
磁
器
く
ず
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二
、
五
五
〇
ト
ン

鉱
さ
い

一
三
、
五
四
〇
ト
ン

が
れ
き
類
（
工
作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
除
去
に
伴
っ
て
生
じ
た

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
破
片
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
不
要
物
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）

二
、
五
四
一
ト
ン
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動
物
の
死
体
（
畜
産
農
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

四
、
三
二
三
ト
ン

ば
い
じ
ん
（
特
定
の
施
設
に
お
い
て
発
生
す
る
ば
い
じ
ん
で
、
集

じ
ん
施
設
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

八
八
、
四
一
一
ト
ン

感
染
性
産
業
廃
棄
物

一
、
〇
四
八
ト
ン

廃
石
綿
等

六
七
七
ト
ン

燃
え
殻
、
汚
泥
、
廃
油
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、
木
く

ず
、
繊
維
く
ず
、
動
植
物
性
残
さ
、
金
属
く
ず
、
ガ
ラ
ス
く
ず
等

及
び
ば
い
じ
ん
の
混
合
物

二
、
二
〇
〇
ト
ン

燃
え
殻
、
汚
泥
、
廃
油
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、
木
く

ず
、
繊
維
く
ず
、
動
植
物
性
残
さ
、
金
属
く
ず
、
ガ
ラ
ス
く
ず

等
、
鉱
さ
い
、
が
れ
き
類
及
び
ば
い
じ
ん
の
混
合
物

七
、
九
七
三
ト
ン

燃
え
殻
及
び
ば
い
じ
ん
の
混
合
物

四
三
、
二
八
二
ト
ン

汚
泥
及
び
廃
油
の
混
合
物

九
八
六
ト
ン

汚
泥
及
び
金
属
く
ず
の
混
合
物

二
ト
ン

汚
泥
、
廃
油
及
び
金
属
く
ず
の
混
合
物

四
ト
ン

汚
泥
及
び
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
混
合
物

一
七
ト
ン

汚
泥
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
及
び
金
属
く
ず
の
混
合
物

二
五
六
ト
ン

汚
泥
及
び
ガ
ラ
ス
く
ず
等
の
混
合
物

二
一
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
及
び
金
属
く
ず
の
混
合
物

四
三
六
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
及
び
ガ
ラ
ス
く
ず
等
の
混
合
物

一
九
〇
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
金
属
く
ず
及
び
ガ
ラ
ス
く
ず
等
の
混
合
物

二
三
、
〇
五
二
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
及
び
木
く
ず
の
混
合
物

四
三
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
木
く
ず
及
び
繊
維
く
ず
の
混
合
物

九
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
及
び
繊
維
く
ず
の
混
合

物

二
一
一
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊
維
く
ず
及
び
ガ
ラ

ス
く
ず
等
の
混
合
物

四
〇
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊
維
く
ず
、
ゴ
ム
く

ず
及
び
ガ
ラ
ス
く
ず
等
の
混
合
物

二
一
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊
維
く
ず
、
金
属
く

ず
及
び
ガ
ラ
ス
く
ず
等
の
混
合
物

一
四
三
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊
維
く
ず
、
ゴ
ム
く

ず
、
金
属
く
ず
及
び
ガ
ラ
ス
く
ず
等
の
混
合
物

九
、
四
八
七
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊
維
く
ず
、
金
属
く

ず
、
ガ
ラ
ス
く
ず
等
及
び
が
れ
き
類
の
混
合
物

一
七
五
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
ゴ
ム
く
ず
、
金
属
く

ず
及
び
ガ
ラ
ス
く
ず
等
及
び
が
れ
き
類
の
混
合
物

一
一
六
ト
ン

金
属
く
ず
及
び
ガ
ラ
ス
く
ず
等
の
混
合
物

五
一
ト
ン

ガ
ラ
ス
く
ず
等
及
び
が
れ
き
類
の
混
合
物

一
一
九
ト
ン

廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等

一
二
ト
ン

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物

一
五
四
ト
ン

合

計

二
五
七
、
二
三
三
ト
ン

三

協
定
の
締
結
の
件
数

六
百
四
十
九
件

四

環
境
保
全
協
力
金
の
額

千
八
百
七
十
万
六
千
三
百
円

五

環
境
保
全
協
力
金
の
使
途

県
外
産
業
廃
棄
物
等
適
正
処
理
推
進
事
業
費
（
県
外
産
業
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
を
推
進
し
、

生
活
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
に
行
う
事
前
協
議
、
監
視
、
指
導
等
に
要
す
る
経
費
）

不
法
投
棄
防
止
対
策
事
業
費
（
不
法
投
棄
防
止
対
策
の
た
め
に
行
う
監
視
、
指
導
等
に
要
す
る
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経
費
）
 

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
の
裁
定
申
請

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
、

農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
農
地
を
利
用
す
る
権
利
（
以
下
「
利
用
権
」
と
い
う
。
）
の
設
定
に
関
し

裁
定
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

申
請
に
係
る
農
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積

所

在

及

び

地

番

地

目

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
手
倉
橋
字
和
田
三
二
の

一

畑

四
、
七
三
八
の
う
ち
三
、
〇
〇
〇

二

申
請
に
係
る
農
地
の
利
用
の
現
況

耕
作
の
事
業
に
従
事
す
る
者
が
不
在
と
な
り
、
又
は
不
在
と
な
る
こ
と
が
確
実
と
認
め
ら
れ

る
。

三

申
請
に
係
る
農
地
に
つ
い
て
の
申
請
者
の
利
用
計
画
の
内
容
の
詳
細

裁
定
手
続
後
に
、
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
借
受
希
望
者
に
農
地
を
貸
し
付
け
る
。

四

希
望
す
る
利
用
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間
並
び
に
借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額

利
用
権
の
始
期

存
続
期
間

借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額
（
円
）

令
和
六
年
一
一
月
一
日

二
年

四
八
、
〇
〇
〇

五

意
見
書
の
提
出

申
請
に
係
る
農
地
の
所
有
者
は
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

令
和
六
年
七
月
十
二
日

２

提
出
先

青
森
県
農
林
水
産
部
構
造
政
策
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

㈡

意
見
書
の
提
出
者
の
有
す
る
権
利
の
種
類
及
び
内
容

㈢

意
見
書
の
提
出
者
の
申
請
に
係
る
農
地
の
利
用
の
状
況
及
び
利
用
計
画

㈣

意
見
書
の
提
出
者
が
申
請
に
係
る
農
地
を
現
に
耕
作
の
目
的
に
供
し
て
い
な
い
理
由

㈤

意
見
の
趣
旨
及
び
そ
の
理
由

㈥

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

公

営

企

業

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

大

山

力

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

重
油
（
日
本
産
業
規
格

一
種
二
号
）

七
万
二
千
リ
ッ
ト
ル

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
病
院
局
運
営
部
管
理
課

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

青
森
県
立
中
央
病
院
外
来
棟
三
階

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
五
月
二
十
七
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所
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冨
士
見
総
業
株
式
会
社

弘
前
市
大
字
紺
屋
町
一
八
五

六

落
札
金
額

一
リ
ッ
ト
ル

九
十
円
五
十
三
銭

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
六
年
二
月
十
三
日
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目
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